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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成31年4月25日(2019.4.25)

【公表番号】特表2018-510835(P2018-510835A)
【公表日】平成30年4月19日(2018.4.19)
【年通号数】公開・登録公報2018-015
【出願番号】特願2017-550136(P2017-550136)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｃ   3/087    (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/078    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  31/0392   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｃ    3/087    　　　　
   Ｃ０３Ｃ    3/078    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   31/04     ２８４　

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月14日(2019.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５７０℃超の歪み点を有し、以下の酸化物（重量パーセント）：

を含む組成を有するガラスであって、ソーダライムシリカガラスである、ガラス。
【請求項２】
　以下の酸化物（重量パーセント）：

を含む、請求項１に記載のガラス。
【請求項３】
　３～１２％のＴｉＯ２、好ましくは、３～１１％のＴｉＯ２、より好ましくは、４～１
０％のＴｉＯ２、最も好ましくは、４～６％のＴｉＯ２を含む、請求項１または請求項２
に記載のガラス。
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【請求項４】
　５８０℃超、好ましくは５８５℃超、より好ましくは、５９０℃超の歪み点を有する、
請求項１～３のいずれか一項に記載のガラス。
【請求項５】
　１５００℃未満、好ましくは、１４８０℃未満、より好ましくは、１４６０℃未満の溶
融温度（粘度＝ｌｏｇ２ポアズ）を有する、請求項１～４のいずれか一項に記載のガラス
。
【請求項６】
　１２００℃未満、好ましくは、１１８０℃未満、より好ましくは、１１６０℃未満、さ
らにより好ましくは、１１４０℃未満、なおより好ましくは、１１２０℃未満、最も好ま
しくは、１１００℃未満の液相線温度を有する、請求項１～５のいずれか一項に記載のガ
ラス。
【請求項７】
　－１００℃超、好ましくは、－８０℃超、より好ましくは、－６０℃超、さらにより好
ましくは、－４０℃超、なおより好ましくは、－２０℃超、最も好ましくは、０℃超の作
業温度範囲（Ｔｌｏｇ４ポアズから液相線温度を引いたものとして定義される）を有する
、請求項１～６のいずれか一項に記載のガラス。
【請求項８】
　７０～９０×１０－７℃－１（５０～３５０℃）、好ましくは、７４～８６×１０－７

℃－１（５０～３５０℃）の熱膨張率を有する、請求項１～７のいずれか一項に記載のガ
ラス。
【請求項９】
　２５℃で２．５０～２．７０ｇｃｍ－３、好ましくは、２５℃で２．５２～２．６８ｇ
ｃｍ－３、より好ましくは、２５℃で２．５４～２．６６ｇｃｍ－３の密度を有する、請
求項１～８のいずれか一項に記載のガラス。
【請求項１０】
　１．５０～１．６２、好ましくは、１．５２～１．５９、より好ましくは、１．５３～
１．５８の屈折率を有する、請求項１～９のいずれか一項に記載のガラス。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載のガラスから形成される、ガラス板。
【請求項１２】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載のガラスを含む、ガラス基板。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のガラス基板を備える、光起電力電池。
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